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  NIED has been conducting information support activities in the affected prefectural offices to aggregate various 

disaster information. For the first time in response to Typhoon Hingis disaster in 2019, we integrated and managed 

information on natural disasters and nuclear safety for the first time. And we were able to provide useful information 

for the nuclear safety department. By questionnaire survey of 13 prefectures nationwide with nuclear power plants, it 

is confirmed that none of the prefectures had integrated management of information on the natural disaster department 

and the nuclear safety department. As a result, it became clear that although the integrated management of information 

in the natural disaster sector and the nuclear safety sector is effective, the facilities for integrated management are 

insufficient. 
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１．はじめに 

 

 効果的な災害対応のためには，人的資源および物的資

源を適切に被災地に投入する必要があり，そのためには，

被害の全体像を把握することが重要であることは論を待

たない．しかしながら，実際の災害対応においては，被

害の全体像を迅速に把握することは容易ではなく，特に

複数の都道府県が同時に被災するような広域災害におい

ては，非常に難易度の高い作業となる． 

 被害の全容把握を困難にしている主たる原因として，

そもそも被害の状況を把握できない（誰も把握していな

い）という覚知に関する課題とは別に，誰かが把握した

情報がその情報を必要とする他者に適切に共有されない

という情報共有の課題が存在する．これまで，被害に関

する情報を共有するための災害情報システムは，各府省

庁や各都道府県，あるいは各部門ごとに整備されてきた．

このため，それぞれの機関内あるいは部門内では被害情

報が共有されるが，外部へは情報が共有されないといっ

た課題が指摘されている． 

 こうした情報共有に関する課題を踏まえ，国立研究開

発法人 防災科学技術研究所（以下，防災科研）では，各

機関が保有する災害情報が適切に流通し，全体として効

果的な災害対応を実現することを目的として，実際に災

害対応の現場に赴き，情報の集約を支援しながら，災害

情報の利活用のあり方を研究し，適切な災害情報の流通

環境の構築に取り組んでいる1)． 

 本論文では，令和元年台風第19号災害（令和元年東日

本台風）での福島県に対する情報支援活動を題材に，自

然災害関係情報と原子力安全関係情報を統合管理した実

務事例を紹介することで，部門を超えた情報統合管理の

現状，および円滑な情報統合管理を実現するための課題

について検証する．まず第2章で，災害情報システムに関

する既往研究事例およびこれまでに指摘されている課題

について概観する．第3章で，令和元年台風第19号災害の

対応における福島県での情報支援活動として実施した自

然災害関係情報と原子力安全関係情報の統合管理につい

て詳述し，第4章で統合管理に関する検証を示したうえで，

第5章で考察を行う． 

なお，本論文においては，災害時における被害や対応

に関する情報を集約するための情報システム全般を，災

害情報システムと呼ぶものとする． 
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２．既往研究事例 
 

(1) 災害情報システムに関する既往研究事例 

 災害に起因する被害状況を迅速に把握し，効果的な災

害対応を行うために構築される災害情報システムについ

ては，すでに多くの研究事例が存在する． 

自然災害関係情報を取り扱う情報システムに関しては，

例えば，井ノ口 2)らや田口 3)らは，東日本大震災の発生直

後に被災地に入り，GIS（地理情報システム）を用いて

様々な災害情報を整理し，情報管理における GIS の有効

性を示している．また実際に災害情報を共有するための

専用システムを構築し，システムの活用方法を検証した

既往研究も存在する．鈴木ら 4)は，実際の災害対応を経

験した基礎自治体職員へのインタビュー調査を行い，シ

ステムで取り扱うべき情報項目，および各情報を取り扱

う業務フロー分析を行い，対象とする基礎自治体のユー

スケースを踏まえた災害情報システムを構築した上で，

災害対応訓練を通じてシステムの有効性を検証している． 

原子力安全関係情報を取り扱う情報システムとしては，

例えば，橋本ら 5)は，福島第一原子力発電所事故以降，

岩手県，宮城県，福島県を対象に，GIS を用いて，津波

被災地の地形・土地利用の特性や影響地域の農地除染や

農村復興の課題の検討を行い，GIS によるデータ整理，

分析の有効性を示している．北村ら 6)は，GPS（全地球

測位システム）と GIS を用いた線量測定現地調査ツール

を研究開発し，線量率測定などの効率化を実証している． 

 

(2) 災害情報の統合管理に関する実践的研究事例 

 上記(1)に示したように，災害情報システムの有効性が

示されているものの，各府省庁や各都道府県といった機

関ごと，あるいは同一の機関においても部門ごとに独自

の災害情報システムが構築されてきたため，それぞれの

機関および部門が有する情報を統合管理しにくいという

弊害が生じている．防災科研は，平成 27 年 9 月関東・東

北豪雨における常総市への支援を皮切りに，様々な災害

情報を WebGIS(1)上に整理し，地図情報を提供するという

情報集約支援活動を行っている．この活動は，平成 28 年

熊本地震，平成 29年 7月九州北部豪雨，平成 30年 7月豪

雨（西日本豪雨），令和元年台風第 19 号災害ｎ，主な災

害に対して実施され，平成 31 年度からは，内閣府による

正式な災害対応支援組織，ISUT（災害時情報集約支援チ

ーム）7)として活動を継続している．ISUT が活動した災

害一覧を表 1 に示す． 

 

表 1 ISUT が活動した災害（2020 年 8 月 10 日現在） 

年度 災害名称 
主な 

活動場所 
主な 

活動期間 

2018 
年度 

大阪北部地震 大阪府庁 
2018.6.18 
～2018.6.21 

西日本豪雨 広島県庁 
2018.7.7 
～2018.8.6 

北海道 
胆振東部地震 

北海道庁 
2018.9.6 
～2018.9.28 

2019 
年度 

台風第 15号災害 千葉県庁 
2019.9.10 
～2019.10.3 

台風第 19号災害 
宮城県庁 
福島県庁 
長野県庁 

2019.10.13 
～
2019.11.15 

2020 
年度 

令和 2年 7月豪雨 
熊本県庁 
鹿児島県庁 

2020.7.4 
～2020.8.7 

※2018 年度は準備期間として活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 クライシス・レスポンス・サイト 

（令和元年台風第 19 号） 

 

ISUT は，各府省庁や被災自治体（主に都道府県）など

各防災関係機関から情報を取得し，WebGIS を用いて情

報を整理したのち，防災関係機関には ISUT-SITE(2)，一

般向けにはクライシス・レスポンス・サイト（図 1 参照）

と呼ばれる共通状況図サイトとして様々な災害情報を提

供している．こうした ISUT および ISUT の前身となった

防災科研の活動についてはすでに論文などに示されてい

る．Tadashi ISE et al.8)や佐藤ら 9)では平成 28 年熊本地震

ついて，佐野ら 10)，高橋ら 11)では平成 29年 7月九州北部

豪雨について ISUTが整理した情報項目が示され，災害情

報の統合管理の効果が示されている．さらに，被災自治

体による災害検証報告書 12)や防災白書 13)においても ISUT

の活動が紹介されており，各機関が保有する災害情報を

統合管理することの重要性が再認識され，その活動が評

価されていることが示されている． 

 

(3) 本論文の位置づけ 

 上記(2)に示したように，各防災関係機関が有する災害

情報を統合管理することの有効性が示され，台風や地震

などの自然災害への対応を中心に，ISUT の活動に示され

るように実際の災害対応への適用が進んでいる．さらに，

防災白書 14)には，自然災害のみならず，原子力災害への

対応について，“平成 27 年 7 月に防災基本計画を修正し，

自然災害に対応する「緊急災害対策本部」と原子力災害

に対応する「原子力災害対策本部」の両本部が一元的に

情報収集，意思決定，指示・調整を行うことができる連

携体制を整える”とし，原子力安全部門と自然災害対応

部門の連携強化の必要性が示されている．本論文では，

令和元年台風第 19 号災害への対応において実施した福島

県に対する情報支援活動を題材として，原子力安全関係

部門と自然災害部門の情報連携の具体的な実務事例を示

し，部門間連携の現状と課題を明らかにする． 

 

３. 令和元年台風第 19 号災害における福島県への情

報支援活動 

 

(1) 令和元年台風第 19 号災害に対する ISUT の活動概要 

令和元年台風第 19号は，2019年（令和元年）10月 6日

3 時にマリアナ諸島の東海上で発生した．12 日 19 時前に

静岡県伊豆半島に上陸し．関東地方や甲信地方，東北地

方などを中心に，死者 107 人（関連死を含む），行方不

明者 3 人，負傷者 384 人（2020 年 4 月 10 日現在）15)など

広域かつ甚大な被害をもたらした．また，災害救助法の

適用対象が，14 都県 390 市区町村（2019 年 11 月 1 日現

在）16)となり，東日本大震災を超えて過去最大の適用と

なるなど，記録的な災害となった． 
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この広域災害に対して，ISUT は，10 月 12 日午前に

ISUT-SITE を立ち上げ，情報支援の準備を始めるととも

に，台風上陸の翌日 13 日から被災自治体（宮城県，福島

県，栃木県，埼玉県，千葉県，長野県）に ISUTの派遣を

開始している．筆者らも ISUTの一員として，被災各県に

入り，各県庁を活動拠点として，被害情報，道路情報，

避難所情報など，様々な災害情報を統合管理し，防災関

係機関に対して情報支援活動を実施した．特に，被害の

大きかった長野県と福島県への支援活動は長期に及び，

長野県，福島県ともに発災から約 4 週間後の 11 月 8 日に

県庁での常駐から遠隔支援に移行したのちも，ISUT-

SITE の情報更新を年末まで継続し，各県の復旧復興活動

を支援した． 

 福島県における被害は，阿武隈川の氾濫をはじめ，い

わき市など沿岸部でも河川の氾濫が発生するなど，非常

に広範囲に及んだ．福島県の集計（2020 年 7 月 14 日現

在）17)によると，人的被害は死者 38 名（関連死を含む），

重軽軽傷者 59 名，住家被害は，全壊 1,470，半壊 12,311

棟，一部損壊 6,559 棟に上る．福島県に対する ISUT の支

援は 13 日夕方から始まる．13 日 16:30 に先遣隊が福島県

庁入りし，避難情報などの情報収集に着手し，翌 14 日よ

り収集した現地の様々な災害情報を ISUT-SITE を通じて

提供するとともに，各機関の活動に必要な紙地図（A3 お

よび A4 サイズ）の提供を行った．さらに，17 日午後に

は大型プロッター（A0 印刷可能）を含む印刷機器を福島

県庁に持ち込み，大判地図の提供を開始している．写真

1に大判地図の掲示の様子を，表 2に ISUT-SITEで統合管

理した福島県に関する主な情報項目を示す．なお，表 2

に示される情報項目は，ISUT の活動において収集整理す

る一般的な情報項目であるが，これらは必ずしもすべて

の災害対応において適用されるものではない． 

このように，これまでの ISUT活動と同様に，様々な災

害情報（被害状況や対応状況など）を GIS 上に整理して，

防災関係機関がそれぞれの活動の基礎情報として活用し

ていただくことを目的に，インターネットを介した情報

提供，あるいは各機関の要望に応じた紙地図の提供活動

を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 大判地図の掲示の様子（福島県庁にて） 

 

表 2 ISUT-SITE で統合管理した主な情報項目一覧 

（福島県に関する情報のみ抜粋） 

 主な情報項目 形式 ﾌｨｰﾁｬﾀｲﾌﾟ 処理方法 提供元 

1 災害救助法 ベクター 面 手動入力 内閣府 

2 被災者生活再建支援法 ベクター 面 手動入力 内閣府 

3 氾濫発生河川・河川被害（国管理） ベクター 線 ローカル保存 国土交通省 

4 浸水推定エリア ベクター 面 ローカル保存 国土地理院 
国際航業株式会社 

5 洪水浸水想定区域 ラスター － リンク 国土数値情報 

6 土砂災害被害 ベクター 面 ローカル保存 国土交通省 

7 道路状況 ベクター 面 ローカル保存 国土交通省，自衛隊など 

8 港湾状況 ベクター 面 ローカル保存 国土交通省 

9 空中写真 ラスター － ローカル保存 国土交通省 

10 衛星写真 ラスター － ローカル保存 内閣府 

11 浸水・土砂災害危険度 ラスター － リンク 防災科研 

12 解析雨量 ラスター － リンク 気象庁 

13 大雨・洪水警報危険度／指定河川洪水予報 ベクター 線 ローカル保存 気象庁 

14 避難所状況 ベクター 点 ローカル保存 福島県 

15 給水・入浴・給食支援状況（陸上自衛隊） ベクター 点 ローカル保存 陸上自衛隊 

16 災害廃棄物仮置場設置状況 ベクター 点 ローカル保存 福島県 

17 災害廃棄物対応状況（いわき市） ベクター 点 ローカル保存 福島県 

18 物資拠点 ベクター 点 ローカル保存 福島県 

19 災害ボランティアセンター受付場所 ベクター 点 ローカル保存 災害ボランティア支援プ
ロジェクト会議 

 

 

(2) 原子力安全部門からの要望 

 前節に示した従来から ISUTが取り扱ってきた自然災害

への対応に関する情報整理とは別に，10 月 22 日（ISUT

活動の 10 日目）に福島県危機管理部放射線監視室から，

自然災害関係情報と原子力安全関係情報を重ね合わせて

表記した地図に関する要望をいただいた．要望の概要を

以下に列挙する． 

 

要望①：放射線モニタリングポストと浸水推定エリアの

重ね合わせ 

福島県内には約 3500 か所の放射線モニタリン

グポストが存在する．台風第 19 号による浸水に

より多くの機器が被害を受け，計測不能となっ

ている．こうした被害を受けている機器を把握

し，県民への周知や復旧計画の立案を行うため，

放射線モニタリングポストの被災状況確認の基
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礎資料として，浸水推定エリアと重ね合わせた

地図情報が必要である． 

要望②：移動式放射線測定器の測定結果の地図化 

上記①の放射線モニタリングポストを補完す

る目的で福島県は移動式放射線測定器を有して

おり，台風第 19 号災害後も測定を行っている．

この測定結果もあわせて地図情報化したい． 

要望③：災害廃棄物の集積による放射線への影響  

東日本大震災にともなう除去土壌が入った大

型土嚢が流出 18)するなど，台風第 19 号災害が放

射線量に与える影響が懸念される．こうした影

響を定量的に把握するため，災害廃棄物仮置場

と周辺の放射線量の関係を示す地図が必要であ

る． 

 

 上記 3 つの要望に対して，表 2 に示した従来の災害情

報を統合管理する ISUT-SITE とは別に，福島県と筆者ら

ISUT の一部のメンバーのみがアクセス可能な GIS サイト

を別途構築し，福島県危機管理部放射線監視室に対して，

情報支援活動を実施した．上記 3 つの要望に対する対応

を表 3 に整理する． 

 要望①に対しては，放射線モニタリングポストの被災

状況の確認（それぞれのモニタリングポストの稼働状況

管理）に資する地図が求められたため，放射線モニタリ

ングポストと浸水推定エリアを重ねるとともに，放射線

モニタリングポストの名称をラベル付けして表示した

（図 2，図 3 参照）．  

 要望②に対しては，豪⾬に伴う⼤規模な浸⽔被害が生

じた地域が存在するため，こうした地域の状況を把握す

ることを目的に，移動式放射線測定器によって計測した

データを電子メールにより受領し，随時 GIS サイトに登

録した．このように地理情報として GIS サイト上で集約

され，可視化されたことにより，豪雨災害により放射線

モニタリングポストによる観測が出来なくなった地域を

含めて，異常な放射線が計測されていないことを視覚的

かつ面的に把握することが可能となった（図 4 参照）． 

 要望③に対しても，要望②と同様に，廃棄物集積所の

状況を随時，GIS サイトに登録し，周辺の放射線モニタ

リングポストの観測値と合わせて閲覧できるようにした．

紙地図の提供を行わず，GIS サイトのみの提供としたが，

地理情報として GIS サイト上で可視化されたことにより，

廃棄物の移動によって放射線量に大きな変化が生じてい

ないことを容易に判読できる．（図 5 参照） 

 

 

表 3 放射線監視室の要望への対応（情報支援活動） 

要望と対応 

要望①：放射線モニタリングポストと浸水推定エリアの重

ね合わせ 

⇒ 対応）紙地図（A3版）（図 2参照）およびGISサイト（図

3参照）の提供 

要望②：移動式放射線測定器の測定結果の地図化 

⇒ 対応）GISサイト（図 4参照）の提供 

要望③：災害廃棄物の集積による放射線への影響 

⇒ 対応）GISサイト（図 5参照）の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 放射線モニタリングポストの位置と 

浸水推定エリアの重ね合わせ（紙地図で提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 放射線モニタリングポストの値と浸水推定エリア

の重ね合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 移動式放射線測定器の測定結果と 

浸水推定エリアの重ね合わせ 

※ 矢印の示す青い線が移動式放射線測定器の軌跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 放射線モニタリングポスト（青い点）， 

廃棄物仮置場，浸水推定エリアの重ね合わせ 

※ 図中の緑：開設中，黄：開設予定，赤：受入不可 

浸水推定エリア
（国土地理院による判読）

青い点：放射線モニタリングポストの値（低レベル）

矢印 ：移動式放射線観測器の観測値

矢印 ：廃棄物仮置き場
緑：開設中 黄：開設予定 赤：受入不可
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図 6 「福島県防災事務連絡システム」の概念図（福島県提供資料から抜粋） 

 

 

４. 自然災害関係情報と原子力安全関係情報の統合

管理に関する効果検証 

 

(1) 福島県の災害情報システムの現状 

a) 福島県防災事務連絡システムについて 

 福島県における自然災害関係情報を共有するシステム

として，「福島県防災事務連絡システム」が存在する．

福島県防災事務連絡システムは，消防庁第４号様式(3)に

基づき基礎自治体から報告される内容を，情報システム

によって効率的に集計することを目的に構築され，2013

年 4 月から運用を開始している．2019 年 3 月にサーバの

更新を行っているが，主たる機能の改修は行っていない． 

 福島県と県内 59 市町村は，専用回線で接続され，避難

情報（避難勧告，避難指示などの発表状況）や避難所開

設状況などが，市町村から報告され，集計された後，L

アラート(4)に配信される．河川雨量水位情報システムな

どの防災情報を市町村と共有する機能や，防災メール・

掲示板といったコミュニケーションツールを備えている．

避難所の座標など，地図情報を一部有しているが，土木

部から提供される道路被害情報はテキスト情報として格

納されるなど，地図情報の集約システムとしての機能は

ない． 

図 6 に福島県防災事務連絡システムの概念図を示す．

なお，図 6 は，福島県防災事務連絡システムを導入する

際に，県内の市町村への説明のために作成された資料か

らの抜粋であるため，図中には従来のシステムとの違い

を示すために，福島県“新”防災事務連絡システムと表

記されている．また，図中の“公共情報コモンズ”は，

L アラートの旧名称である． 

 

b) 福島県放射能測定マップについて 

 福島県の管理する放射線監視システムは，二つに大別

される．一つ目は，「福島県環境放射能監視テレメータ

システム」と呼ばれるシステムで，沿岸部の福島第一原

子力発電所および福島第二原子力発電所の影響を監視す

る目的で整備された．主に浜通りを中⼼に放射線モニタ

リングポストが配置されている．二つ目は，「福島県放

射能測定マップ」と呼ばれるシステムで，東日本大震災

にともなう福島第一原子力発電所事故にともない設置さ

れた．福島県全域はもとより，県外を含めた放射線モニ

タリングポストの観測結果を閲覧することができる．前

者は沿岸部の原子力発電所の影響監視に特化したシステ

ムであることから，ここでは後者について詳述する． 

 福島県放射能測定マップは，東日本大震災（2013 年 3

月発災）の後に整備され，同年 8 月から閲覧公開されて

いる情報システムである．原子力規制庁が設置した福島

県内外の放射線モニタリングポストの観測結果を専用回

線で受け取り，県が設置した 158 か所の観測結果と合わ

せて，表示することができ，一般市民にもインターネッ

トサイト（http://fukushima-radioactivity.jp/pc/）として公

開されている．PC 用のサイトのほか，スマーフォン用の

サイトも用意されている．図 7 に福島県放射能測定マッ

プの概念図を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 福島県放射能測定マップの概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 福島県放射能測定マップ 

（福島県のホームページより） 

  

全国（福島県内約3500か所）の
放射線モニタリングポスト

の観測結果
（原子力規制庁が設置）

福島県内（158か所）の
放射線モニタリングポスト

の観測結果
（福島県が設置）

走行サーベイ
（移動式放射線観測機）

の観測結果など
（福島県が設置）

GISで
統合管理

インターネット
で公開
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(2) 原子力安全関係部局に対するインタビュー調査 

a) インタビュー調査の概要 

災害対応が一定の落ち着きを取り戻した 2019 年 11 月

上旬，第 3 章(2)に示した，自然災害関係情報と原子力安

全関係情報の統合管理について，要望元である福島県危

機管理部放射線監視室に対して，要望の目的，情報管理

上の課題などについてインタビュー調査を実施した．さ

らに，2020年 12月に自然災害と原子力防災に関係する情

報システムの現状把握を目的として，福島県危機管理部

災害対策課および放射線監視室に第 2 回目となる追加調

査を実施した．表 4 にインタビュー調査の概要を示す． 

インタビュー調査対象は，第 1 回は放射線監視室の室

長および担当者の 2 名，第 2 回では，災害対策課は防災

専門監とシステム担当者の 2名，放射線監視室は担当者 2

名を対象として実施した． 

インタビュー調査形式は，半構造化インタビューとし，

聴取する内容はあらかじめ想定しておくものの，被験者

に自由に回答していただき，自然災害関係情報と原子力

安全関係情報の統合管理に関して，広く意見を聴取する

ことを心掛けた．また，福島県の原子力安全に関する事

項のみならず，全国の状況などを含めて，インタビュー

対象者の認識を聴取した. 

 

表 4 インタビュー調査の概要 

項 目 内 容 

目 的 自然災害関係情報と原子力安全関係

情報の統合管理について，その有効性

と現状の課題などの把握 

実施日 【第 1回】2019年 11月 6日（水） 

【第 2回】2020年 12月 10日（木） 

実施場所 福島県庁北庁舎 3階 

調査対象 【第 1回】 

福島県危機管理部放射線監視室 2名 

【第 2回】 

福島県危機管理部災害対策課 2 名，

福島県危機管理部放射線監視室 2名 

調査形式 半構造化インタビュー 

記録方法 音声録音 

主要調査項目 【第 1回】 

自然災害関係情報と原子力安全関係

情報の統合管理について，以下の項

目について聴取. 

・情報統合の目的 

・提供した地図情報に関する評価 

・現状の課題 

・その他 

【第 2回】 

災害対策課，放射線監視室の保有す

る情報システムについて，以下の項目

について聴取． 

・開発当初の活用方針 

・システムの基本構成 

・取り扱い情報項目／属性 

・インポート／エクスポートの可否 

・その他 

 

b) インタビュー調査結果の概要 

インタビュー調査により以下の内容の発話を得た． 

 （放射線監視室） 

➢ 発話 1：10月 22日に県内の放射線モニタリングポ

ストの位置と浸水推定エリアの重ね合わせを，こ

ちら（福島県）から防災科研に依頼した．福島県

放射能測定マップから各放射線モニタリングポス

トの位置情報や観測値をCSV形式でエクスポート

して，防災科研に提供した． 

➢ 発話 2：県民から放射線量について問い合わせが

あった場合に迅速に回答することが，県民の安心

につながることであり，県としては放射線モニタ

リングポストの稼働状況を把握する必要があった

ためである．放射線モニタリングポストと浸水推

定エリアの関係の可視化は，県民の安全安心に非

常に有効であった． 

➢ 発話 3：県内には膨大な数の放射線モニタリング

ポストがあり，浸水により機器が損傷を受けてい

る可能性が生じていた．機器の確認を行うための

基礎資料として，浸水推定エリアと重ね合わせた

地図は非常に有効であった． 

➢ 発話 4：自然災害の情報を原子力安全の情報と統

合管理することは重要である． 

➢ 発話 5：しかしながら，現状では，自然災害関係

情報を原子力安全関係情報のシステムに容易に取

り込むことはできない．このような事情は，原子

力発電所のある他の道県においても同様であると

推測する． 

➢ 発話 6：県内の放射線監視は，福島県放射能測定

マップに集約されているが，このシステムは，観

測値を閲覧することを目的に構築されており，運

用としても情報の重ね合わせは想定していない． 

➢ 発話 7：風向，風速など，基礎的な気象情報をは

じめ，自然災害関係情報を原子力安全に反映でき

れば，原子力災害が発生した際に，広域避難やス

クリーニングの効果的な運用につながると思う． 

（災害対策課） 

➢ 発話 8： 福島県防災事務連絡システムは，発災時

において，インターネット回線が途絶した場合に

おいても，災害対応において基本情報となる消防

庁第４号様式の項目を共有することを目的に構築

された．このために，公衆網とは別のシステムと

して整備されている． 

➢ 発話 9：福島県防災事務連絡システムには，道路

被害情報や河川の情報なども，取り込まれるが，

これらはテキスト情報である． 

➢ 発話 10：共有された情報は，L アラートに提供さ

れるとともに，集計結果として福島県のインター

ネットサイトで公開されるが，災害対応の時中に

おいて，個別のデータをインポート／エクスポー

トして加工するといった運用は想定していない． 

 

上記の発話より，自然災害関係情報を所掌する災害対

策課，原子力安全関係情報を所掌する放射線監視室は，

ともにそれぞれの情報を効率的に管理する情報システム

を有しているものの，設計当初から，それぞれの情報を
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統合管理し，災害対応に利活用することは想定されてお

らず，こうした対応を行うための情報システムではなか

ったことが確認できた． 

発話 1 や発話 10 が示すように，福島県放射能測定マッ

プ，および福島県防災事務連絡システムは，データのイ

ンポート／エクスポートが不可能なシステムではないが，

発話 6 や発話 8 が示すように，そもそも，それぞれの情

報システムが管理する情報を，他の部署が所掌する情報

と合わせて二次利用するなど，高度な利活用は設計段階

から想定されていない． 

今回の台風第 19 号災害の経験から，自然災害関係情報

と原子力安全関係情報を統合管理することは，県民の安

全安心につながる重要事項であるが，現状においては，

こうした部門を超えた情報共有を可能とする情報システ

ムが整備されていないことが明らかになった． 

なお，発災から約 5 か月が経過した 2020 年 3 月に，そ

の後の住民の反応（発話 2 に関する実際の対応）につい

て，放射線監視室に確認したところ， 

➢ 山林からの土砂流によって一部の地域で放射線量

の変化があり，報道されたが，住民からの抗議な

ど，大きなトラブルは生じていない． 

との回答を得ている． 

 

(3) 原子力発電所を擁する 13道県へのアンケート調査 

a) アンケート調査の概要 

 上記，第 4 章(2) b)の発話 5 より，自然災害関係情報と

原子力安全関係情報が容易に統合管理できないという状

況は，福島県だけではなく全国的な実情ではないかと推

測される．こうした実情を把握することを目的として，

自然災害関係情報と原子力安全関係情報の統合管理の現

状について，原子力発電所を擁する全国 13 の道県を対象

にアンケート調査を実施した． 

アンケート調査は，原子力発電所を擁する全国 13 道県

に対して，原子力安全対策課など，原子力安全の担当課

の課長宛てにアンケート調票を郵送し，担当課長または

適任者による回答をお願いした．アンケート調査の概要

を表 5 に示す． 

 

表 5 アンケート調査の概要 

項 目 内 容 

目 的 原子力発電所を擁する全国 13の道県にお

ける自然災害関係情報と原子力安全関係

情報の統合管理の現状把握 

実施日 2019年 12月 16日（月）に郵送 

回答締切 2020年 12月 10日（金）までに投函 

回収率 100% （対象：13道県） 

調査対象 原子力発電所を擁する全国 13道県 

（北海道，青森県，宮城県，福島県，茨城

県，新潟県，石川県，福井県，静岡県，島

根県，愛媛県，佐賀県，鹿児島県）の原子

力安全担当課 

調査形式 記入後に郵送によりアンケート調票を返信 

調査項目 ・１問のみ 

・選択式 （5択，自由回答を含む） 

詳細は表 6参照 

 

b) アンケート調査結果 

 アンケート調査の質問，選択肢および結果を表 6 にま

とめて整理する．原子力発電所を擁している全国 13 道県

のすべてにご回答いただいたが，「自然災害関係情報と

原子力安全関係情報が同一のシステムで管理されている」

（選択肢①）または，「別システムであるが専門的な処

理をせずに取り込める」（選択肢②）と回答した道県は

一つもなかった．「可能ではあるが専門的な処理が必要」

（選択肢③）が 2 つの道県，「不可能または分からない」

（選択肢④）が 7 つの道県となっている．また，その他

（自由回答）（選択肢⑤）に対して，4 つの道県が回答

しているが，その回答内容は，「そもそも自然災害関係

情報または原子力安全関係情報が地理情報として管理さ

れていない」など，実質的に選択肢④と同等の回答であ

ると判断できる． 

 以上より，第 4 章(2) b)に示したインタビュー調査の発

話 5 に示されるように，自然災害関係情報を原子力安全

関係情報のシステムに容易に取り込めないのは福島県だ

けの課題ではなく，原子力発電所を擁する全国 13 道県の

共通した課題であることが確かめられた．  

 

表 6 アンケート調査の質問および回答選択肢 

項 

目 

内 容 

質 

問 

各自治体で保有している放射線モニタリングポスト

などの原子力地理情報システムにおいて，自然災

害に起因する被害情報などを取り込み，重ねて表

示するなどの地図情報の統合管理は可能でしょう

か？ 

選 

択 

肢 

お 

よ 

び 

回 

答 

数 

選択肢① 

回答数：0 

可能（同一システムであるため可能） 

選択肢② 

回答数：0 

可能（別システムであるが専門的な

処理をせずに取り込める） 

選択肢③ 

回答数：2 

可能（別システムであるため，専門的

な処理が必要） 

選択肢④ 

回答数：7 

不可能または分からない 

選択肢⑤ 

回答数：4 

その他（自由回答）  

（以下に要約を示す） 

・自然災害に関する地理情報システ

ムがない．（2道県） 

・原子力安全の情報システムが地理

情報を取り込めない． 

・原子力安全の地理情報システムに

自然災害の情報を取り込めるか不

明． 

 

 

５. 考察 

 第 4 章で整理したように，自然災害関係情報と原子力

安全関係情報は，それぞれを所掌する部署（福島県にお

いては，災害対策課と放射線監視室）が，個別の情報シ

ステムにより管理しており，情報を直接共有するシステ

ムとはなっていないことことが明らかになった．これは，

情報の利活用の観点からは，それぞれの部署が所掌する

情報により，それぞれの部署が意思決定を行うことを前
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提としており，自然災害部門と原子力安全部門が，情報

連携を図り，全体として最適な意思決定を行うための情

報システムとしては整備されていないことを示している．  

 一般に情報を利活用するためのフレームワークとして，

図 9 に示すような DIKW ピラミッド（たとえば，Jennifer 

Rowley19)，Chaim Zins20）など）が知られている．DATA

（データ），INFORMATION（情報），KNOWLEDGE

（知識），WISDOM（知恵）という段階を経て，単なる

データが高度に利活用され，知識や知恵に至るという情

報利活用の基本的な概念である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 DIKW ピラミッドの概念図 

 

 これに従うと，自然災害関係情報と原子力安全関係情

報が，個別に DIKW ピラミッドを形成しているといえる．

福島県放射能測定マップを例にとると，放射線モニタリ

ングポストの観測値を DATA（データ）とし，地図上に

整理することで観測値の分布地図という INFORMATION

（情報）を得ることができる． 

 一方で，ISUT の活動は，被災自治体をはじめとする防

災関係機関から様々な DATA（データ）を受領し，表 2

に示す ISUT-SITE の INFORMATION（情報）に該当する

地図情報レイヤーを生成し，共有する活動と捉えること

ができる．これにより，各防災関係機関は，それぞれが

保有する INFORMATION（情報）を重ねたり，拡大表示

するなどし，自身の活動につながる KNOWLEDGE（知

識）として利活用される．例えば，道路状況という

INFORMATION（情報）と避難所という INFORMATION

（情報）を統合管理することにより，各避難所に至る最

適経路という KNOWLEDGE（知識）を得ることが可能

となる． 

多くの KNOWLEDGE（知識）を得るためには，いう

までもなく，多くの INFORMATION（情報）を統合管理

することが有効になる訳であるが，災害に関係する可能

性があるすべての DATA（データ）を災害情報システム

に取り込み，INFORMATION（情報）として格納するこ

とは現実的には困難である．このため，従来の災害情報

システムでは，自然災害部門および原子力安全部門が，

それぞれ必要と思われる INFORMATION（情報）を，そ

れぞれ独立して取り扱う災害情報システムを構築してき

たと捉えることができる． 

防災白書 14)が示すように，自然災害部門と原子力安全

部門の情報連携が求められているが，本論⽂ではそれぞ

れの情報をより円滑に共有できる余地があることを明ら

かにした．つまり，浸水推定エリアという自然災害の

INFORMATION（情報）と放射線モニタリングポストの

位置および観測値という原子力安全の INFORMATION

（情報）を統合管理することで， 

➢ 被害を受けているかもしれない放射線モニタリング

ポストの位置を面的に把握する（図 2，図 3 参照）． 

➢ 移動式放射線測定器によって，観測不能なエリアも

異常な放射線は検出されていない（図 4 参照）． 

➢ 廃棄物による，異常な放射線は検出されていない． 

といった KNOWLEDGE（知識）を得ることができる

にも関わらず，これらを自律的に生成するための，統合

管理が可能な情報システムを有しておらず，情報連携が

容易ではないことが明らかになった． 

 

６. まとめ 

 本論文では，自然災害情報と原子力安全情報が，それ

ぞれ個別の情報システムで管理され，情報の重ね合わせ

などの高度な利活用が困難な状況であることアドを明ら

かしたうえで，統合管理することの有効性を具体的に示

した． 

福島第一原子力発電所事故の事例が示すように，原子

力災害は自然災害との複合災害として発生することも予

想される．こうした場合，自然災害関係情報と原子力安

全情報を相互に融通し合い，総合的な観点から意思決定

が行われるべきである．しかしながら，一般的に，各都

道府県において，自然災害を所掌する部門と原子力安全

を所掌する部門は異なる部門として扱われており，それ

ぞれが活用する情報システムも個別に整備され，情報連

携が容易ではないことが明らかになった． 

また，本論文においては，自然災害への対応を所掌す

る自然災害部門と放射線監視を所掌する原子力安全部門

における情報共有の課題を論じたが，例えば保健衛生部

門，国民保護部門などの他の部門に対しても，同様の課

題が存在すると考えられる． 

防災科研では，こうした部門や機関ごとに個別に整備

された情報システムを連接し，それぞれの保有する情報

を相互に利活用するための情報流通基盤として，SIP4D

（基盤的防災情報流通ネットワーク）(5)（図 10 参照）を

構築し，社会実装を進めている．今後は，原子力安全部

門はもとより，他の部門についても必要とされる情報の

あり方について研究をすすめ，部門の壁を越えて様々な

防災情報が円滑に流通する社会の実現に貢献したい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 SIP4D の概念図（SIP4D(5)のホームページより） 
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補 注 

 

(1) WebGIS 

 地理情報システム（GIS）をインターネットを使って操作でき

るようにしたシステム．広く地図等を使った情報の公開，その

情報を使ったユーザのニーズにあわせた情報の加工を行うのに

便利である． 

(2) ISUT-SITE 

 ISUT が災害対応に必要な様々な情報を集約し，災害対応を行

う機関（災害対策基本法に定められる指定行政機関，指定地方

行政機関および指定公共機関）等に対して情報提供するための，

地図情報を主たるコンテンツとする web サイト．ISUT が活動す

る災害ごとに構築される． 

(3) 消防庁第４号様式 

 消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）に基づき定められる

火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 

号）に示される報告様式．災害発生時において市町村が都道府

県に報告すべき情報項目が規定されている． 

(4) L アラート 

L アラート（エルアラート））は，一般財団法人 マルチメデ

ィア振興センターが設置・運営し，総務省が普及促進を進める

情報伝達システム． 

(5) SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク） 

内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム」

（通称：SIP）の一環として，国立研究開発法人防災科学技術研

究所（防災科研）と株式会社日立製作所が，2014 年より共同で

研究開発を進めてきた基盤的防災情報流通ネットワーク． 

https://www.sip4d.jp/ 

（最終閲覧日：2020年 8月 10日） 
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